
【 新サービス・郵便物の取り扱いについて 】

ご家族

月末まで保管

毎⽉10⽇発送

ご家族

前⽉に届いた郵便物は、毎⽉10⽇午前迄に
ご来所によりお受取り下さい。

ご⼊居者様

届き次第ご⼊居者様へ
直接お渡しします

郵便物転送サービス

ご来所による郵便物のお受取りご入居者様へ直接のお渡し

転送料金610円

※郵便局による転送サービス、差出⼈への送付先変更・解除
などもご検討ください。

入居者様宛
の郵便物

いきいきハウス♪
※毎⽉の施設利⽤料と共に

銀⾏⼝座振替


